
評価結果

作 成 年 月 日 平成２０年１１月２５日

事 業 担 当 課 都市計画課

事 業 名 ＪＲ仙石線 補助・単独の別 補助 事業主体 宮城県
せんせきせん

多賀城地区連続立体交差事業
たがじょう

施行地名 多賀城市東田中２丁目～多賀城市伝 上 山１丁目地内 管理主体 ＪＲ東日本
た が じ ょ う しひがしたなか た が じ ょ う しでんじょうやま

【位置図後掲】 多賀城市

根拠法令 道路法第５６条、道路整備費の財源等の特例に関する法律第４条、都市計画法第５９条

事業目的 多賀城駅周辺地区では，市中心部を横断するＪＲ仙石線により市街地が分断され

ているため、踏切による慢性的な交通渋滞解消と良好な市街地形成が大きな課題と

なっている。特に、駅西側の東田中踏切は国土交通省が定める緊急対策踏切として位置付け

られており，抜本的な対策が早急に求められている。

このため，県は本事業の実施により，ＪＲ仙石線多賀城駅付近において延長１．７８ｋｍ

を高架化し，４箇所の踏切を除却することにより道路交通の円滑化を図るとともに，多賀城

市が駅周辺で施行している土地区画整理事業と一体的に整備することにより，土地の高度利

用，地域の相互連携など都市機能の向上を図り，もって秩序ある都市の発展と均衡のとれた

都市構造の形成を図ることを目的としている。

事業内容

事 業 着 手 時 起点：多賀城市東田中２丁目３２１番地

(平成 １１年度) 終点：多賀城市伝上山１丁目１９９番地

延長 Ｌ＝１，７８０ｍ，線路数 ２線（駅部３線）

再 評 価 時 同 上

(平成 １５年度)

再 々 評 価 時 同 上

(平成 ２０年度)

【事業内容の変更状況とその要因】

前回再評価時から変更なし

※ 連続立体交差事業は，「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する要綱及び

同細目要綱」（平成16年3月30日 国都街第１３１号 国土交通省都市・地域整備局長）に

基づき，都市計画事業として都道府県，指定都市，県庁所在都市及びそれに準ずる都市（人

口２０万人以上の都市及び特別区）が施行している。
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事 業 費

※Ｈ１７年度から事業費の一部を交付金事業（下段負担割合）にて実施

全 体 事 業 費 費 用 負 担 内 訳

国 県 市町村 その他

( ＪＲ )

内用地費 [ 47.50 %] [ 27.36 %] [ 20.14 %] [ 5.0 %]
[ 52.25 %] [ 24.62 %] [ 18.13 %] [ 5.0 %]

事 業 着 手 時
(平成１１年度) 132.0億円 15.3億円 62.7億円 36.1億円 26.6億円 6.6億円

再 評 価 時
(平成１５年度) 132.0億円 15.3億円 62.7億円 36.1億円 26.6億円 6.6億円

再 々 評 価 時
(平成２０年度) 130.5億円 11.5億円 64.4億円 34.4億円 25.4億円 6.3億円

※事業費増加度（重点評価基準指標４）

＝（再々評価時事業費－事業着手時事業費）／事業着手時事業費

＝（ １３０．５－１３２．０ ）／ １３２．０＝ △１．１％

【事業費の変更状況とその要因】

○測量試験費は，環境影響調査や地質調査をはじめとする各種調査設計に係る費用が増額と

なった。

○用地補償費は，本事業と近接する市の区画整理事業と事業調整を図り，用地買収対象面積

が減少したため，減額となった。
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（ 平成 年度 ） （ 平成 年度 ）

本工事費

仮線工 １式 １式

高架橋 １式 １式

駅舎工 １式 １式

側道工 １式 １式

測量及び試験費 １式 １式

用地費及び補償費 １式 １式

その他工事費等 １式 １式

合計

事  業  費  増  減  対  照  表

0.9%
0.0

-1.8

億円

億円

変更の主な理由

既設軌道のレール等を再利用するこ
とによる工事費の減

130.5億円

8.9%

-1.5億円

-3.8
0.0%

100%

バリアフリー対応施設（ｴﾚﾍ゙ ﾀーー ,ｴｽｶ
ﾚー ﾀー )整備費の増億円1.3

82.3%
107.4

億円 79億円
なし

0億円

11.6
8.8%

11.5
0.0%

100%

15.3

0

107.4

22.9

0.5

億円

億円

億円

21.1

億円132

0.0%

7.0%

11.6%
9.3

100%

億円

億円

億円

億円

億円

億円

億円

億円億円

0

擁壁工の追加による増

環境影響調査等調査費の増

区画整理事業と調整し，買収対象面
積が減となった。

1.8%
2.3

-2.8%

0.5億円1

6.3億円

81.4%
億円

億円

億円

5億円

79

事業量 事業費事業量 事業費 事業量 事業費

再　評　価　時 再々 評価時
増　　　減

2015
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事業の進捗状況 規則第２４条第１号関係

○事業期間

事 業 着 手 時 再 評 価 時 再 々 評 価 時

（平成１１年度） （平成１５年度） （平成２０年度）

事業採択予定年度 H. 11年度 事 業 採 択 年 度 H. 11年度 事 業 採 択 年 度 H. 11年度

用地買収着手予定年度 H. 16年度 用地買収着手（予定）年度 H. 16年度 用地買収着手年度 H. 16年度

工事着手予定年度 H. 17年度 工事着手（予定）年度 H. 17年度 工 事 着 手 年 度 H. 17年度

計画変更実施年度 H. - 年度 計画変更実施年度 H. 16年度

計画変更実施予定年度 H. 21年度

完 成 予 定 年 度 H. 23年度 完 成 予 定 年 度 H. 23年度 完 成 予 定 年 度 H. 24年度

今回再評価時の完成予定年度は平成21年度に都市計画法第63条に基づき見直し予定のもの

※事業停滞年数（重点評価基準 指標１）＝ １年

※事業工期延伸度(重点評価基準指標３）＝１．０８

○進捗率

平成２０年度までの

事業費 進捗率 内用地費 進捗率

49.4億円 37.9％ 6.9億円 60.0％

※事業工程乖離度（重点評価基準 指標２）

＝（累加投資事業費／現全体事業費）－（累加単純割額／現全体事業費）

＝（４９．４／１３０．５）－（９３．２／１３０．５）＝ △３３．６ ％

【事業の進捗状況（順調でない場合にはその要因）】

本事業は，多賀城市が施行する駅周辺土地区画整理事業と一体となって進めており，平成

２４年度の事業完了に向けて事業を展開中である。

仮線路敷の地権者が事業に反対していたため，用地買収が予定より１年程度遅延したが，

事業は概ね順調に進展している。

事業を円滑に推進するため，県，多賀城市及びＪＲで構成する協議会を平成１７年５月に

設置し，毎年１回協議会を開催している。

高架橋工事の前段として必要となる営業線の仮線路への切替は，平成１９年１２月に完了

している。

用地費の残事業は，事業遂行に必要な工事ヤード等の借地費用である。

【今後の進捗の見込み（事業スケジュール表後掲）】

営業線を仮線路へ切替える作業が，平成１９年１２月に完了していることから，今後は高

架橋工事を進捗させ，営業線を仮線路から高架橋に順次切替えを行い，計画から１年遅れて

平成２４年度に完了する見込みである。

近傍には営業線があり狭い作業スペースでの高架橋工事を強いられるため，用地補償の完

了が約１年遅延したことが工事工程に影響し，完了時期が１年遅延する見込みである。

施設管理の予定・管理状況 工事完了後，高架施設及び駅舎等の鉄道施設は東日本旅客鉄道

(株)に財産が帰属され管理することとなる。

また，線路と交差する道路及び線路と並行する側道は，全て市道であることから多賀城市

が管理することとなる。
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上位計画等

平成１８年度に策定した「宮城の将来ビジョン」の行動計画において，コンパクトで機能

的なまちづくりと地域生活の充実を図るための主要事業としてＪＲ仙石線多賀城地区連続立

体交差事業が記載され，併せて「土木行政推進計画」（H20年5月）では「まちの活性化」に

向けた主要な事業として位置づけられている。

平成１３年３月に策定された「第４次多賀城市総合計画」の基本計画の中では，中心市街

地について，以下のように記載されている。

ＪＲ仙石線多賀城駅周辺地域は，市の中心部でありながら，鉄道により市街地が南北

に分断されていること等から，中心市街地としての形成が不十分なため，ＪＲ仙石線の

連続立体交差事業と駅周辺土地区画整理事業を行い，整然とした街並みを創設し，商業

施設と住民との共存が図られ，史都にふさわしい景観を持つ良好な市街地の整備を進め

ています。

土地区画整理事業は市の事業として，連続立体交差事業は県の事業として平成１１年

度から事業が進められており，早期完成が地域住民から強く求められています。

また，平成１５年３月に出された「多賀城市都市計画マスタープラン」において，ＪＲ仙

石線の連続立体交差の推進が記載されている。

事業を巡る社会経済情勢等 規則第２４条第２号関係

（１）社会経済情勢

東部伊勢崎線竹ノ塚駅付近の「開かずの踏切」で平成１７年３月に発生した死傷事故を契

機に国土交通省が，踏切交通実態総点検を実施した結果，本事業で除却予定の東田中踏切を

含む全国で1,960箇所の緊急対策踏切が抽出された。現在，国土交通省は，この社会問題化し

ている「開かずの踏切」等の抜本的な対応を図るため，連続立体交差事業等の推進について

重点的に取り組んでいる。

（２）地元情勢、地元の意見

平成１２年に学校前踏切，平成１６年に東田中踏切で死傷事故が発生している。

毎年，塩釜地区広域行政連絡協議会（塩竈市他４市町）から事業の促進に関する要望書が

提出されている。

事業効果

○効果の発現状況

現在，工事中であり，事業効果は未だ発現されていない。

○想定される事業効果

◆円滑なモビリティの確保

・踏切が除却されることにより，踏切に起因する渋滞（６００ｍ）が解消される。

・駅の南北を連絡する自由通路が整備されることに加え，駅舎にはエスカレータやエレ

ベータも設置されることから，鉄道利用者の利便性が向上する。

◆都市の再生

・多賀城市が駅周辺で区画整理事業を実施しているが，線路で分断されていた街並みが

高架化により一体的な街並みに形成される。

・高架下の有効利用により駅周辺の活性化が期待される。

◆安全な生活環境の確保

・踏切が除却されることにより，踏切事故がなくなる。

◆大気汚染や騒音等、地球環境負荷の低減

・本路線の整備により渋滞の改善され，大気汚染や騒音の低減が期待される。
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関連事業の概要・進捗状況等

多賀城市は，多賀城駅周辺で約８．２ｈａの土地区画整理事業を平成２４年度の完成を目

途に実施しており，平成１９年度末で約７８％の進捗率となっている。

また，多賀城駅北地区においては，第一種市街地再開発事業が民間主導で平成１９年度か

ら着手されており，平成２６年度の完成を予定している。

多賀城駅駅舎については，「多賀城地区連続立体交差事業協議会」でデザイン案が了解さ

れており、今後詳細な設計の後，関係機関との調整を行った上で決定を予定している。

駅前広場については，「多賀城駅南北駅前広場周辺景観検討委員会」から施設・配置計画

案が示されており，多賀城市が駅舎改築に併せて実施を予定している。

代替案との比較検討 規則第２４条第３号関係

本事業は，線路を横断する道路とＪＲ仙石線とを連続的に立体交差化するものであるが，

仮線高架方式，直上高架方式，直下地下方式の各施行方式について，経済性，施工性等の観

点から検討した結果，仮線高架方式が用地補償の対象面積も少なく最も経済的であり，かつ

工事期間を短く出来ることから最適案であるという結論に至った。

なお，平成１１年３月の都市計画審議会において，現況線路のルート上において高架方式

による都市高速鉄道として都市計画決定がなされ，告示されている。

コスト縮減計画 規則第２４条第４号関係

既設軌道のレール等を仮線路工事で再利用すること等により，コスト縮減を図っている。

費用対効果
根拠マニュアル：費用便益分析マニュアル＜連続立体交差事業編＞H16年4月

社会的割引率： ４ ％ （国土交通省道路局・都市・地域整備局)

便益算定期間： ４０ 年

事 業 着 手 時 再 評 価 時 再 々 評 価 時
区 分 基準年(平成－年) 基準年(平成15年) 基準年(平成20年)

費 建設費 － 12,573 百万円 12,424 百万円

用 現在価値（Ｃ） － 10,211 百万円 12,164 百万円

走行時間短縮 － 66,262 百万円 64,821 百万円

便 走行経費減少 － 8,402 百万円 8,079 百万円

益 踏切事故減少 － 299 百万円 288 百万円

項 迂回交通減少 － 4,110 百万円 3,200 百万円

目 高架下利用 － 33 百万円 58 百万円

総便益 － 79,105 百万円 76,446 百万円

現在価値（Ｂ） － 27,437 百万円 32,586 百万円

費用便益比(Ｂ／Ｃ) － ２．６９ ２．６８

【事業着手時（前回再評価時）との違いの要因】

事業着手時は，費用対効果分析の手法が確立されていなかったため，データは無い。

踏切交通量の伸びについて，再評価時は供用開始まで毎年１％の伸びを見込んでいたが，

再々評価時は南東北ブロック走行台キロの伸びを適用したことに加えて平成４３年以降に減

少傾向に転じることも反映した。

自動車及び歩行者の時間価値原単位について，再々評価時には平成１５年価格を採用した

こと等により，単純総便益額は再評価時に比べて約３％低下した。

基準年について，平成１５年から平成２０年に変更したことに伴い社会的割引率の関係

で，総費用の現在価値は約２割増加し，総便益の現在価値も約２割増加するため，再評価時

と再々評価時とでは，費用便益比に殆ど差が生じなかった。
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◎現況交通量と将来交通量

再評価時 再々評価時

踏切名 現況(H14年) 計画(H24年) 計画(H25年)

自動車(台/日) 自動車(台/日) 自動車(台/日)

志 引 4,698 5,190 5,103

東田中 12,566 13,881 13,649

留ヶ谷 8,542 9,436 9,278

学校前 809 894 879

計 26,615 29,401 28,909

残事業費用対効果 根拠マニュアル：費用便益分析マニュアル＜連続立体交差事業編＞

H16年4月（国土交通省道路局・都市・地域整備局）

事 業 着 手 時 再 評 価 時 再 々 評 価 時
区 分 基準年(平成－年) 基準年(平成15年) 基準年(平成20年)

費 建設費 － 11,770 百万円 7,486 百万円

用 現在価値（Ｃ） － 9,414 百万円 6,813 百万円

走行時間短縮 － 66,262 百万円 64,821 百万円

便 走行経費減少 － 8,402 百万円 8,079 百万円

益 踏切事故減少 － 299 百万円 288 百万円

項 迂回交通減少 － 4,110 百万円 3,200 百万円

目 高架下利用 － 33 百万円 58 百万円

総便益 － 79,105 百万円 76,446 百万円

現在価値（Ｂ） － 27,437 百万円 32,586 百万円

費用便益比(Ｂ／Ｃ) － ２．９１ ４．７８

地域指定状況等 なし

影響と対策

本事業は，既設のＪＲ線をほぼ同じ位置に高架化するものであり，沿線も宅地として利用

されていることから，特に生態系に影響を与えることはない。

高架構造物により市街地景観が大きく変化することが予測されるが，事業区域周辺には特

に優れた景観はない。

史都多賀城の市街地景観のシンボルとなる新多賀城駅舎のデザインについては，学識経験

者や地元利用者から構成される駅舎デザイン検討委員会で検討された結果を踏まえて，駅舎

の詳細設計に可能な限り反映する予定である。

事

業

の

効

率

性

環

境

へ

の

影

響

と

対

策
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再評価実施状況

再評価実施年度 平成１５年度

答 申 継続妥当

答 条 件 なし

１ 審議対象事業の実施に関する意見

なし

別紙意見 ２ 今後の事業実施に関する意見

なし

申

評価結果 事業継続

評 対応方針 －

価 １ 審議対象事業の実施に関する意見への対応方針

別紙意見 なし

結

に対する ２ 今後の事業実施に関する意見への対応方針

果 なし

対応方針

現在の対応状況

該当なし

対応方針

事業継続
総

合

評

価

再

評

価

部

会

意

見

へ

の

対

応

状

況
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事業スケジュール

事

業

ス

ケ

ジ

ュ

ー

ル

表

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

調査・設計

用地・補償

高架化工事

凡例 ：再評価時(H15)の計画

：再々評価時(H20)の計画
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（１）当該路線の位置と周辺道路網

位置図

周辺道路の状況

位

置

図

多 賀 城 市


